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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
調
整
課
）…
一

○
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
一

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二

○
都
営
改
良
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
五

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
五

告

示
（
教
）

○
令
和
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
二
号
（
令
和
七

年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
…
…
…
五

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
百
五
十
六
号
小
平

都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組
合

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

小
平
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
事
業
第
一
号

小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組
合
ご
み
焼
却

場
事
業

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
七
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和7年9月30日（火曜日）東 京 都 公 報（第18398号） ２
◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
八
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

本
天
沼
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
８
号
棟
）

杉
並
区
本
天
沼
二
丁
目
三
十
八
番

中
層
耐
火

四
二
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

二
一
戸

本
天
沼
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１０
号
棟
）

同
右

同
右

五
一
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
東
寺
方
団
地

（
３－

１－

１
、
３－
１－

２
、
３－

１

－

３
、
３－

１－

４
、
３－

１－

５
、
３

－

１－

６
号
棟
）

多
摩
市
東
寺
方
三
丁
目
一
番
地

同
右

三
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

二
三
〇
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
九
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
十
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
号

次
の
駐
車
場
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九

年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

東
砂
七
丁
目
第
２
ア
パ
ー

ト
駐
車
場

江
東
区
東
砂
七
丁
目
十

六
番

一
三
区
画

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

令
和
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
二
号
（
令
和
七
年
度
非

常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

「９,５００円

」
を
「９,５３０円

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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発 行
東
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号
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